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立命館大学入学センター 

受験生の皆さまへ 

 

一般選抜以外の 2021年度入学試験の実施について 

 

一般選抜以外の 2021年度入学試験（2020年度実施）については、新型コロナウイルス感染症への十

分な感染防止対策を行った上で、入学試験要項に記載のとおり実施します。 

入学試験実施にあたっての感染拡大防止に関する対応、また、今後さらなる感染拡大が発生した場合

の対応については以下の通りとします。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

なお、一般選抜の実施に関する案内は、一般選抜入学試験要項（11 月公開予定）でお知らせします。 

 

１．試験環境 

（１）試験室の定員を会場本来の収容定員の半分程度以内に設定し、試験を実施します。 

（２）試験開始前や休憩時間に試験室の扉や窓などを開け、換気を行います。 

（３）試験監督は体調管理を行った上で、マスクを常時着用し、手指を消毒し、試験を実施します。 

（４）試験前日に机と椅子のふき取り消毒を行います。 

 

２．入学試験受験にあたってのお願い 

（１）日頃から手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、「3つの密」の回避に努め、体調管理を心が

けてください。発熱や咳等の症状がある場合、予め医療機関を受診してください。 

（２）試験当日はマスクを持参し、本人確認時および昼食時以外は常時着用してください。 

（３）試験当日は、試験会場へ向かう前に自宅等で検温を行ってください。発熱や咳等の症状がある

場合には、「３．体調不良等に伴う受験の取り扱い」を確認の上、入学センターまで連絡してく

ださい。 

（４）試験室への入退出時は、備え付けの消毒製剤で手指を消毒してください。 

（５）休憩時間や昼食時等を含め、他者との接触、会話を極力控えてください。 

（６）試験室の換気を行うため、試験室の扉や窓等の開放を行うことがあります。体温調整ができる

よう、上着など必要な衣服を持参してください。 

（７）昼食が必要な場合は、持参して自席でとるようにしてください。 

（８）試験会場には保護者等の控室を設置しません。 

 

３．体調不良等に伴う受験の取り扱い 

（１）受験をお断りする場合 

  ・試験当日に新型コロナウイルス感染症もしくは学校感染症※に罹患しており、医師が治癒したと

診断していない場合 

・試験日直前に保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当すると判断された場合 

・試験当日に 37.5度以上の発熱がある場合 

・日本国外に在住・滞在されている方で、入国（帰国）の次の日から起算して試験日当日までに 14

日の健康観察期間が終了していない場合 

 

 



※対象となる病名および治癒の基準については、本学の在学生へ適用している基準に準じて取り

扱います。詳細は下記のWEBサイトをご確認ください。 

【立命館大学 学校感染症に罹患した場合の取り扱い】 

http://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/infection/ 

（２）受験を認める場合 

37.5度までの熱はないものの発熱や咳等の症状がある場合は、マスクの着用など十分な感染症対策

と自己管理を行ったうえで受験を認めますので、その旨を試験当日の集合時刻までに入学センターま

で連絡してください。ただし、当日の症状によっては、感染防止のため、通常の試験室以外での受験

となる場合があります。また、面接試験等では、キャンパス内に設置した別室でインターネット等を

活用したWEB面接での受験となる場合があります。 

 

４．入学検定料の返還について 

 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今年度は入学試験要項に記載されている事由に加え、

次のいずれかに該当する場合も入学検定料の返還を行います。 

①上記の「３．（１）受験をお断りする場合」の事由により、本学が受験をお断りした場合で、その症

状等を確認できる診断書等を提出した場合 

②「３．（１）受験をお断りする場合」の事由には該当しないが、発熱・咳等の新型コロナウイルス感

染症への感染が疑われる症状があるため、受験生本人が感染防止等の理由によって受験を自粛した

場合で、その症状等を確認できる診断書等を提出した場合 

③国、自治体等から発出されている行動制限等により、受験生本人が受験を自粛することを試験日の

2日前までに申し出た場合 

 上記の①、②に該当する場合は試験日を含む 3 日以内に、③に該当する場合は試験日の 2 日前までに

入学センターに連絡してください。 

 

５．追試験について 

 追試験は行いません。 

 

６．さらなる感染拡大により入学試験要項どおりの試験実施が困難になった場合について 

冒頭のとおり、入学試験は十分な感染防止対策を行った上で、入学試験要項に記載のとおり実施する

予定です。しかし、今後さらに感染が拡大した場合、受験生の安全を考慮して、入学試験要項に記載さ

れている会場（本学キャンパス）での実施が困難と判断することがあります。 

その場合は、選考方法を変更し、「インターネットによるビデオ通話システム（ZOOM 等）を活用し

た試験」等を実施する場合があります。ビデオ通話システムを活用した試験を実施する場合は、各自で、

自宅等にパソコン、マイク・スピーカー、カメラ、インターネット通信環境を用意する必要があります。

受験を検討されている方は、上記事情についてご理解いただいたうえで出願準備を進めていただきます

ようお願いします。 

 実施方法に変更が生じる場合は、試験日の 2 週間前を目処に本学入試情報サイトでお知らせします。 

 

以上 

http://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/infection/

